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内

閣

府

○

令
第

号

国
土
交
通
省

地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
四
条
第

一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的

な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た

め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令

地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
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内

閣

府

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年

令
第

国
土
交
通
省

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
記
載
上
の
注
意
１
．
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

．一
般

的
事

項

⑴
２

．か
ら

７

．に
よ

り
記

載
が

必
要

と
さ

れ
る

事
項

に
加

え
て

関
連

す
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
が

で
き

る

。

、

⑵
氏

を
改

め
た

者
に

お
い

て
は

旧
氏

（住
民

基
本

台
帳

法
施

行
令

（昭
和

4
2
年

政
令

第
2
9
2
号

）第
3
0
条

の
1
3
に

規
定

、

す
る

旧
氏

を
い

う
。

）及
び

名
を

氏
名

を
記

載
す

る
欄

に
括

弧
書

で
併

せ
て

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
、

別
紙
様
式
第
二
号
記
載
上
の
注
意
１
．
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
基

盤
的

サ

ービ
ス

維
持

計
画

に
旧

氏

（住
民

基
本

台
帳

法
施

行
令

（昭
和

4
2
年

政
令

第
2
9
2
号

）第
3
0
条

の
1
3
に

規
定

す
る

旧
氏

を
い

う

。

）及
び

名
を

併
せ

て
記

載
し

て
提

出
し

た
者

に
つ

い
て

は
こ

れ
ら

の
書

類
に

記
載

し
た

当
該

旧
、

氏
及

び
名

を
変

更
す

る
旨

を
届

け
出

る
ま

で
の

間
氏

名
を

記
載

す
る

欄
に

当
該

旧
氏

及
び

名
を

括
弧

書
で

併
せ

て
記

、

載
し

又
は

当
該

旧
氏

及
び

名
の

み
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

、
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附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


